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はじめに 

本県には、二つの国立公園（瀬戸内海国立公園、阿蘇くじゅう国立公園）、祖母・傾・

大崩ユネスコエコパーク、二つの日本ジオパーク（おおいた姫島ジオパーク、おおい

た豊後大野ジオパーク）をはじめとして、風光明媚かつ多種多様な自然環境が存在し、

自然体験型観光において高い優位性がある。 

本県の観光業にも深刻な影響を及ぼした新型コロナウイルスの感染拡大は、一方で

人々の余暇活動における行動変容をもたらし、過密を避け、自然に囲まれた地域に対

する訪問意欲の増加やアウトドア志向の高まりといった新しい観光ニーズを生みだし

た。こうした時代の潮流を捉え、本県における有力な誘客素材として、自然体験型観

光コンテンツを磨き上げていくべきである。 

そのための一つの方策として、アウトドア活動における事故防止や緊急時対応、自

然環境に関する知識等を参加者に伝える役割を担う、本県独自のアウトドアガイド認

証制度（以下、「認証制度」という。）を創設するべく、令和５年７月１３日に「大分県

アウトドアガイド認証制度検討委員会」（以下、「委員会」という。）を立ち上げ、広範

な議論を積み重ねた。 

委員会では、はじめに県内のアウトドア事業者の現状を調査・分析したうえで、望

ましい認証制度のあり方や、創設目的、創設に向けた基本方針を整理した。また、他地

域の類似制度も参考にしながら、基本理念や制度の体系、運用イメージなどについて

議論を深め、令和５年度以降のスムーズな認証制度の立ち上げに向けた具体的な提案

をここに報告書としてまとめたところである。 

なお、この認証制度は、委員会の提案をベースに運用を開始しつつも、実際に県内

でアウトドア事業を展開する事業者の主体的な参加を得て、一層の発展を期すべきで

あるというのが、委員会に参画した委員の共通認識であることを付記したい。委員会

における議論を礎としつつ、アウトドア事業に携わる関係者全ての不断の努力によっ

てその価値を高めていくことに期待したい。 

最後に、県内のアウトドアの第一線で活躍され、議論の過程で大分県らしさという

貴重な視点を提供いただいた委員各位、また、先進事例の紹介や専門的な知見を提供

いただいたアドバイザー各位の多大なるご協力に、深く感謝申し上げる次第である。 

 

 

令和５年３月 

 

大分県アウトドアガイド認証制度検討委員会 委員長 宮野 幸岳 
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第１章 県内のアウトドア事業者の現状と課題について 

１－１ 県内のアウトドア事業者の現状調査 

 委員会の設置に先立ち、県は、県内でアウトドア事業を展開する事業者の現状を把

握するために４５社を対象に調査を実施することとし、うち２５社から回答を得るこ

とができた。 

 

 

【実態調査の概要】 

 

実施期間：令和４年６月１３日～６月２６日 

対象団体：４５事業者  

回 答 数：２５事業者 

質問内容：１４項目 

1. 専業・副業の別 

2. 自社ホームページの有無 

3. 主な体験内容について（３つまで回答可） 

4. 体験の予約方法（電話・ＦＡＸ・メール・自社ホームページ・その他） 

5. 体験の予約期限 

6. 申込の多い年齢層 

7. 所属ガイド数 ※正規ガイドのみ 

8. 事業継続年数 

9. 損害賠償保険の加入状況 

10. 関連資格の保持状況 
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2
あり

なし

 

 主な回答状況は次のとおり。 

 数字は回答数。一部未回答により合計が２５とならない場合がある。 

 

１．専業・副業の別 

   

 

 

２．自社ホームページの有無 
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13

2専業

副業

未回答
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３．主な体験内容について（３つまで回答可。かっこ内は回答事業者数） 

●山の体験事業者 ７事業者 

①登山（３）  ②フットパス（２）  ③トレッキング （１） 

④ハーフトレイル（１）  ⑤自然観測会（１） 

⑥自然文化体験（１）  ⑦ひき馬（１） 

 

●川の体験事業者 ５事業者 

①パックラフト（３）  ②キャニオニング（２）  ③サップ（２） 

④リバーカヤック（１）  ⑤川釣り（１）  ⑦水上スキー（１） 

⑧ウエイクボード（１）  ⑨テントサウナ（１） 

 

●海の体験事業者 ７事業者 

①サップ（３）  ②ダイビング（２）  ③シーカヤック（２） 

④釣り体験（２）  ⑤ウィンドサーフィン（１） 

⑥漁船クルーズ（１）  ⑦ウミガメ飼育体験（１） 

⑧ウニ割・イセエビさばき（１） 

  

●その他体験事業者 ６事業者 

①サイクリングツアー（３）  ②パラグライダー（１）  

③沢体験（１）  ④自然観察会（１）  ⑤冒険ハイク（１）   

⑥街歩き（１） 

  

 

４．体験の予約方法（電話・ＦＡＸ・メール・自社ホームページ・その他） 
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WEB非対応

（注釈） 

以下の種別にて抽出 

・メール、自社ＨＰ、そ

の他ＨＰが含まれる 

 →ＷＥＢ対応 

・電話、ＦＡＸのみ 

→ＷＥＢ非対応 
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５．体験の予約期限 

  

 

 

６．申込の多い年齢層 
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７．所属ガイド数 ※正規ガイドのみ  

  

 

 

８．事業継続年数 

   

 

 

９．損害賠償保険の加入状況  
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１０．関連資格の保持状況 

 

【救急救命関連】 

救急法・救急員養成講習（日本赤十字社）、 

上級救命講習修了、救急救命講習修了（消防局・消防本部）、 

スイフトウォーターレスキュー、ロープレスキュー（ＲＥＳＣＵＥ ３ ＪＡＰＡＮ）、 

チャイルドケアプラス（ＭＦＡジャパン）、 

ファーストレスポンダー（ＷＭＡジャパン）、 

ほか 

 

【専門資格関連】 

登山ガイド（日本山岳ガイド協会）、 

ダイブマスター（ＰＡＤＩ）、 

ダイビングインストラクター（ＮＡＵＩ）、 

Ｂ級検定員・ＳＩＪ公認スクール（サップインストラクター協会）、 

技術検定１級、プロ級（日本ウィンドサーフィン協会）、 

パラグライダー教員資格、 

佐伯市ユネスコパークエリアガイド、 

乗馬指導員（全国乗馬倶楽部振興協会）、 

ほか 

 

【アウトドア共通】 

ＮＥＡＬリーダー、ＮＥＡＬコーディネーター（全国体験活動指導者認定委員会） 

自然観察指導員（日本自然保護協会） 

キャンプディレクター（日本キャンプ協会）、 

星空案内人（星空案内人資格認定制度運営機構）、 

自然公園指導員（環境省）、 

ブッシュクラフトインストラクター（危機管理リーダー教育協会）、 

ほか 

 

【その他】 

船舶免許（国土交通省） 

全国通訳案内士（国土交通省観光庁）、 

温泉ソムリエ（温泉ソムリエ協会） 

ほか 
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１－２ 調査結果の概要 

回答のあった事業者をフィールドで大別すると、山に関わる事業者が７事業者、川

に関わる事業者が５事業者、海に関わる事業者が７事業者、サイクリングや空が主な

フィールドとなるパラグライダー等が６事業者という状況であった。なお、活動地域

は県内に点在しており、特定の場所への偏りは見られなかった。 

また、事業形態として、副業あるいは他の事業と掛け持ちしている事業者が過半数

を占め、代表者一人で運営するなど経営規模の小さい事業者がほとんどであった。 

集客の取組として、ＷＥＢでの予約が可能な事業者が８割に達する一方、電話やフ

ァックスのみの対応にとどまる事業者も見受けられ、当日や前日まで体験予約を受け

付ける事業者は半数以下となっていた。 

また、大半の事業者は何らかの損害賠償保険に加入しているが、少数ながら参加者

自身に傷害保険への加入を要請している例もあった。 

 

１－３ 県内のアウトドア事業者が抱える課題 

 このたびの調査を通じて、既に県内各地で様々な事業者がアウトドア事業を展開し

ていることを把握できたが、いずれも事業規模が小さく、アウトドア事業を専業とし

ている事業者は極めて少ないことが明らかになった。 

確固たる事業基盤が確立されていないために、事業のデジタル化の遅れや、いわゆ

る旅ナカ需要の取り込みが不十分という経営面の課題に加え、事業者自身を守り、参

加者の安心安全につながる損害賠償保険の引受先を確保できていない実態も浮き彫り

になった。 

認証制度の創設に向けた検討では、専門家の招聘や先進事例の研究等を通じて、こ

うしたアウトドア事業者の抱える課題の克服にも資するような制度設計が可能となる

よう議論を深めていくことが重要である。 

 

  

8



   
 

第２章 望ましい「大分県アウトドアガイド認証制度」のあり方

について 
 

県内では、既に多くの事業者が様々なアウトドア事業を展開しているため、認証制

度の創設は、こうした事業者の営みを過度に制限するものではなく、事業者及び参加

者の安全確保やアウトドア事業の一層の活性化と自然環境の保全の両立に資するもの

とならなければならない。 

そのためには、自然を体験・鑑賞することをサービスの主体として対価を得て引率

や技術指導、解説等を行う者、例えば登山ガイドなどのいわゆるガイド（案内人）や

アクティビティのインストラクター（技術指導者）、野外教育指導者など（以下、「ガ

イド等」という。）が幅広く参加できるよう、参加要件は必要最小限なものにとどめ

ることが望ましい。 

ガイド等が主体性を持って認証制度に参加し、安全技術の向上や新たな体験価値の

創出等に関する情報交換、相互連携を深めることで、事業者の経営力が強化されると

ともに、アウトドア活動の参加者に最高のサービスを提供できるようになるものと期

待される。また、創設する認証制度には、アウトドア事業の持続的な成長・発展を確

保するため、認証制度に参加するガイド等の合意に基づき、将来にわたって改善など

を行うことができる仕組みを取り入れるべきである。 

 なお、認証制度に参加するガイド等の多くが小規模事業者に該当することが想定さ

れるため、認証制度への参加がガイド等に負担を強いるものとならないよう、県が必

要な支援を行うことも考慮すべきである。 
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第３章 認証制度創設の背景、目的、基本方針について 

３－１ 認証制度創設の背景 

新型コロナウイルスの感染拡大により、３密（密閉空間、密集場所、密接場面）の回

避につながる「自然が多い地域」への訪問意欲が高まりをみせている。本県には、二つ

の国立公園、ユネスコエコパーク、二つの日本ジオパークを始めとする風光明媚かつ

多種多様な自然環境が存在し、かつ、県内で提供されている体験・アクティビティが

旅行者から高く評価されていることから、アウトドア活動を素材とする自然体験型観

光において、本県は高い優位性を有していると考えられる。 

一方で、自然をフィールドとするアウトドア活動には、いかに対策を講じたとして

も、不測の事態が発生するリスクをはらんでいることに留意しなければならない。ガ

イド等と参加者の安全確保は、今後、アウトドア活動を一層強力な誘客素材とするた

めに必要不可欠な要素となる。 

こうしたことを踏まえ、「おんせん県おおいた観光振興条例」（平成27年大分県条例

第24号）に基づき、令和４年３月に策定した「日本一のおんせん県おおいたツーリズ

ム戦略（2022-2024）」には「アウトドアガイド認証制度の創設を通じて、事故防止や緊

急時対応等への万全の備えを講じることによりコンテンツの品質を担保するとともに、

ガイドの自然環境に対する理解を一層深めることで観光客の保全意識の向上に努める」

ことが盛り込まれることとなった。 

 

３－２ 創設目的 

認証制度の創設にあたっては、観光客のみならずガイド等自身の安心安全をも高め

るものになるとともに、ガイドツアーを通じて発信したいメッセージを含めることと

した。様々なフィールドで活躍する事業者が認証制度に参加しつつ、県内の素晴らし

い自然環境を次世代に引継ぎ、その楽しみ方を拡げることができるよう、次のとおり

創設目的を設定する。 

なお、ここでは「アドベンチャーツーリズムの推進に寄与」することを謳っている

が、本県においては、まずは大分の強みを活かした体験型プログラムの開発や大分県

自然体験ガイドの育成、事故防止や緊急時対応等への備えを通じた観光誘客や自然環

境の保全意識の向上を図ることとし、将来的にAdventure Travel Trade Association 

が提唱する世界潮流のアドベンチャーツーリズムへの対応を目指すべきものと考える。 
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＜創設目的＞ 

アウトドア活動※１を行う者が安心安全にこれを楽しむとともに、自然環境に対する

保全意識を高めることができるよう、一定の要件を満たす者を「大分県自然体験ガイ

ド」※２とし、自身の経営力強化と相互の活発な情報交換を通じて、本県におけるアド

ベンチャーツーリズムの推進に寄与する。 

 

※１ アウドドア活動：自然を体験・鑑賞すること。 

※２ 大分県自然体験ガイド：自然を体験・鑑賞することをサービスの主体とするガ

イドやインストラクター等で、対価を得て、引率や技術指導、解説等を行う者。 

 

 

３－３ 基本方針 

 新たな制度を浸透させるには、単年度だけの議論で結論を求めるのではなく、大分

県自然体験ガイドが主体的に関わり、時間をかけて合意形成を図ることが必要と考え

る。そのため、基本方針では、大分県自然体験ガイドと県の役割を明確にしつつ、令和

５年度以降、認証制度が円滑に運用され、さらに発展していくよう次のとおりとした。 

 

＜基本方針＞ 

令和４年度中には、県内のアウトドア事業者等の意見を幅広く聴取し、「安全確保」

「自然環境の保全」に資する大分県自然体験ガイド「登録」に関する要件等を整理、認

証制度の立ち上げに向けた具体的な提案をとりまとめる。 

令和５年度には、認証制度の運用を開始し、大分県自然体験ガイドの登録を受け付

ける。大分県自然体験ガイドには、専門資格の取得等を要件とした「登録」の上位に位

置づける「認定」についての検討のほか、安全技術の向上や新たな体験価値の創出等

に関する情報交換、相互連携を促す。 

県は、大分県自然体験ガイドの登録受付のほか、救急法や県内の自然環境等に関す

る知識、「おもてなし」技能習得等に関する講習の開催や賠償責任保険の加入など、認

証制度の運用に関する体制整備を支援する。 
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第４章 大分県アウトドアガイド認証制度の概要について 

４－１ 認証制度の運用イメージ 

自然を体験・鑑賞することをサービスの主体とするガイドやインストラクター等で、

後述する登録要件を満たし、認証制度への参加を希望する者の申請を受け付けて「大

分県自然体験ガイド」として登録する。 

大分県自然体験ガイドが一堂に会し、専門資格の取得等を要件とした「登録」の上

位に位置づける「認定」についての検討のほか、安全技術の向上や新たな体験価値の

創出等に関する情報交換、相互連携を促すための「大分県自然体験ガイド懇談会（仮

称）」を開催する。なお、大分県自然体験ガイド懇談会（仮称）は、年２回の全体会の

ほか、業種別等の分科会を別に開催することで、より専門性の高い、活発な議論が交

わされることに期待する。 

県は、認証制度を運営する事業者を公募・選定し、費用面も含め、円滑な認証制度の

運用を支援するほか、大分県自然体験ガイドによるアドベンチャーツーリズムの推進

に資する提案も参考として各般の施策を展開する。 

 

 

大分県自然体験ガイドの登録要件 

 大分県自然体験ガイドの登録要件は、幅広いガイド等の参加が可能となるよう、次

の３点のみとする。 

（１）共通理念と行動指針への同意 

「感動」「責任」「協同」という３つの共通理念と５つの行動指針を遵守することに
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同意し、登録申請時に同意書を提出すること。 

（２）賠償責任保険への加入 

危機管理対策として賠償責任保険に加入し、登録申請時に保険証券の写しを提出す

ること。 

（３）救急法に関する講習を受講 

日本赤十字社の救急法・基礎講習または消防局・本部の普通救命講習を受講し、登

録申請時に受講証の写しを提出すること。 

 

認証制度の運営主体 

認証制度の実効性を担保し、形骸化を防ぐには、屋久島公認ガイドの事例に倣い、

県ではなく、大分県自然体験ガイドが主体性を持って認証制度の運用を担い、その合

意に基づき、将来にわたって改善などを行っていくことが望ましい。しかし、認証制

度に参加するガイド等の多くが小規模事業者に該当することが想定されるため、認証

制度への参加がガイド等に負担を強いるものとならないよう配慮すべきものと考える。 

このため、登録の申請受付や大分県自然体験ガイド懇談会（仮称）の開催、認証制度

の普及啓発などの業務に対応する事務局を公募により選定することとし、その運営に

対し、県は必要な支援を行うべきである。 

 

今後の発展性 

認証制度は、幅広いガイド等の参加が可能となるよう、まずは必要最小限の要件を

満たす者を「登録」し、安全技術の向上や新たな体験価値の創出等に関する情報交換

や相互連携を深める場として「大分県自然体験ガイド懇談会（仮称）」を設けることと

した。 

そして、全体会において、将来にわたって認証制度の改善などを行うほか、業種別

等の分科会において、「登録」の上位に専門資格の取得等を要件とする「認定」を設け

ることについての検討など、より専門性の高い議論を重ねることで本県におけるアウ

トドア事業の持続的な成長・発展を確保し、アドベンチャーツーリズムの推進に寄与

することとする。 
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４－２ 共通理念と行動指針の設定 

大分県自然体験ガイドの登録要件の一つに「共通理念と行動指針への同意」を盛り

込んだのは、アウトドア活動の参加者はもちろん、全ての関係者に対して、大分県自

然体験ガイドが本県のアドベンチャーツーリズムの推進にどのように寄与していこう

としているのかを表明すべきと考えるからである。 

大分県自然体験ガイドは、自身が活動する自然環境の素晴らしさと、これを保全す

ることの大切さを参加者に感じてもらう、すなわち「感動」を届ける役割を担ってい

る。そのためには、本県の自然と風土への理解を一層深め、その保全に力を尽くすと

ともに、参加者の安全確保に資する技術の向上にも不断の努力を続け、大分県自然体

験ガイドとしての「責任」を果たさなければならない。そして、こうした取組は、自身

だけで完結できるものではなく、本県のアウトドア活動のさらなる発展を願う大分県

自然体験ガイドが「協同」してはじめて実現できるものと考えられる。 

こうした想いを全ての大分県自然体験ガイドが「共通理念」として胸に抱き、「行動

指針」に沿って活動することが、本県のアドベンチャーツーリズムを推進する原動力

になると考え、大分県自然体験ガイドが同意すべき「共通理念」と「行動指針」を以下

のとおり整理したところである。 

 

【共通理念】 

「感動」「責任」「協同」 

 

【行動指針】 

・お客様に感動をお届けします 

・自身の能力向上に努めます 

・大分県の自然と風土への理解を深め、保全に努めます 

・お客様の安全の確保に努めます 

・大分県のアウトドア活動の発展のために共に力を合わせます 
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４－３ 登録のメリット 

大分県自然体験ガイドの輪を広げていくには、ガイド等に対して登録のメリットを

明示する必要がある。 

委員会の議論では、アウトドア事業の実績が乏しい場合に賠償責任保険を引き受け

る保険会社の確保が容易ではないことや、安全技術の向上に効果的な講習等が遠隔地

で開催される例が多いといった指摘がなされた。こうした課題を克服する機会を提供

することは、有効な登録のメリットになり得ると考えられる。 

報告書のとりまとめに当たり、メリットになり得るものとして挙げられたのは次の

５点だったが、これらの具体化やさらなるメリットの提示は、令和５年度以降、認証

制度を運営する事業者を公募・選定する過程で検討が進められることに期待したい。 

 

【登録のメリットになり得るものの例】 

・賠償責任保険及び傷害保険への加入支援 

・安全講習やビジネスセミナー等の開催 

・ホームページや商談会でのガイド紹介・ＰＲ 

・連携による新規事業や商品の開発、自主ルール検討や事業の不安緩和 

・宿泊事業者や旅行業者などとの他業種連携 
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【巻末資料】 

 

（１）大分県アウトドアガイド認証制度検討委員会設置要綱 

 

（２）大分県アウトドアガイド認証制度検討委員会委員等名簿 

 

（３）検討経過 

 

（４）委員会における主な意見 

 

（５）他地域の制度との比較 
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大分県アウトドアガイド認証制度検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本県におけるアウトドア活動の活性化と安全性確保、品質担保、環境・観光資

源の保全のため大分県独自のアウトドアガイド認証制度を創設することを目的とし、

大分県アウトドアガイド認証制度検討委員会(以下「委員会」という｡)を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）認証制度の対象アクティビティの検討に関すること。 

（２）認証制度の実施方法や運営方法の検討に関すること。 

（３）認証制度の普及に関すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、必要と認める事項。 

 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、７人以内とし、大分県知事が委嘱する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は委員の互選により選出する。 

４ 副委員長は委員長が委員のうちから指名する。 

 

（委員長の職務等） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務

を代理する。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は令和５年３月３１日までとする。 

 

（会議） 

第６条 会議は委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことがで

きる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、大分県商工観光労働部観光局観光政策課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に

定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和４年６月１６日から施行する。 
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大分県アウトドアガイド認証制度検討委員会委員等名簿 

 

（敬称略） 

 

 宮野 幸岳   公立大学法人大分県立芸術文化短期大学 

国際総合学科 准教授 

 

 秋月 久美   大分県商工観光労働部観光局 局長 

 

 戸髙 雅史   野外学校Feel Our Soul  代表 

 

 河野 綾子   特定非営利活動法人法人くじゅうネイチャーガイドクラブ 

 ガイド 

 

穴見 知典   株式会社カレラワークス 代表取締役 

 

日淺 紗矢香  朝山家～あさやけ～ 代表（豊後大野ジオパークガイド） 

 

 藤野 昌宏   Oita Cycle Tour Ring 代表 

 

＜アドバイザー＞ 

 

 松本 毅    有限会社屋久島野外活動総合センター 代表取締役 

 

 松田 光輝   株式会社知床ネイチャーオフィス 代表取締役 

 

 寺崎 竜雄   公益財団法人日本交通公社 常務理事 

 

 金子 森    株式会社やまぼうし 代表取締役 

 

 木村 雄志   Activity Research 代表 
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検討経過 

 

●第１回委員会（令和４年７月１３日） 

＜議事＞ 

・委員長、副委員長の選任 

・大分県アウトドアガイド認証制度の背景説明 

・県内アウトドアガイド事業者調査中間報告 

・全国事例の共有 

・大分県アウトドアガイド認証制度の方向性（意見交換） 

 

●先進地視察（令和４年７月２６日～２８日） 

＜訪問先＞ 

・屋久島観光協会ガイド部会 

・屋久島町エコツーリズム推進協議会（屋久島町観光まちづくり課） 

・環境省 屋久島自然保護官事務所 

・有限会社屋久島野外活動総合センター 

 

●第２回委員会（令和４年８月２９日） 

＜議事＞ 

・大分県アウトドアガイド認証制度の創設目的及び基本方針案 

・専門資格等の制度を有する主な全国規模団体 

 

●第３回委員会（令和４年１２月１６日） 

＜議事＞ 

・県内事業者へのアンケート結果 

・登録ガイドの詳細 

・事業者連携の枠組み 

 

●第４回委員会（令和５年２月１日） 

＜議事＞ 

・共通理念とルール 

・登録のメリット 

 

●第５回委員会（令和５年３月２日） 

＜議事＞ 

・検討委員会報告書（案） 
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委員会における主な意見 

 

【大分県アウトドアガイド認証制度（以下、「認証制度」という。）の方向性】 

＜認証制度への期待＞ 

・ガイドの育成と環境保全意識の向上につながる。 

・ガイドが自身を持って活動できるようになる。 

・ガイドを依頼するのが当たり前という風潮を作るためには、安全性だけではな

くエンターテイメント性も重要。 

 

＜認証制度の対象となるアクティビティ＞ 

・アウトドアガイドの定義が重要。SUP事業者等は、自身をアウトドアガイドと

いうよりスポーツインストラクターと認識しているのではないか。 

・今後、多くのガイドの参加を促していくのであれば間口を狭めない方がよい。 

 

＜認証制度に取り入れたい視点＞ 

・ガイドの連携体制を構築できるようにしたい。 

・規制の手段ではなく、ガイドの収益向上や利用者の満足度向上のための手段と

して考えるべき。 

 

 

【創設目的及び基本方針案】 

・ガイディング（引率）だけでなく、野外教育的な視点や技術指導（インストラ

クション）、解説（インタープリテーション）も取り込んだ定義がよい。 

・認証制度の目的や基本方針は、固定したものではなく、運用開始後に参加した

ガイドの手でより良いものに成長させることができるものにして欲しい。 

・まずは事故防止や緊急時の備えを整えつつ、自然環境の保全意識を高め、将来

的には世界の潮流として捉えられるアドベンチャーツーリズムの概念にも対応

できるガイドが育成されることを目指す。 

 

 

【事業者連携の枠組み】 

・登録ガイドが参加する懇談会は、全体会だけでなく業種別や地域別の分科会も

必要ではないか。 

・懇談会は登録ガイドが全員参加することが望ましい。 
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【登録ガイドの詳細】 

＜認証制度の構成＞ 

・まずは登録ガイドから運用を開始するが、山や海、アクティビティ毎など、そ

れぞれに特化した一段高いレベルの「認定ガイド」の検討も続けるべき。 

・登録料は必要。それに見合うメリットを認証制度に参加することで得られると

いう仕組みにすることが重要。 

 

＜登録要件＞ 

・登録要件は必要最小限とし、多くのガイドの参加を促したい。 

・検討委員会で登録要件として検討するのはルールよりも理念が望ましい。 

・新規参入者の場合、賠償責任保険は加入が難しいことがある。加入に向けた支

援が望まれる。 

 

 

【共通理念とルール】 

・登録要件としては、共通理念が望ましい。ルールは登録ガイドが議論を深めて

検討したほうがよい。 

・共通理念は、コンパクトで容易に覚えられるものが望ましい。長文の理念より

も、短い理念と行動指針に分けて考えた方がいい。 

・登録ガイドの意識が込められた文言を含めるべき。アウトドアの真髄として

「感動体験」があるのではないだろか。 

 

 

【登録のメリット】 

・誘客はガイド自身が行うべき。ホームページ等による広報だけでなく、自身の

収益力向上につながるセミナーを受講できると喜ばれるのでは。 

・インバウンド対応に関する講習もこれから役に立つ。 

・多くのガイドが集まって意見交換することで、新しい事業や体験価値が生まれ

ると思う。 

・認証制度を通じて、ガイド個人では難しい宿泊事業者や飲食事業者など他業種

との連携をできればメリットになる。 

・将来的にはロゴマークがあると制度の可視化や一体感の醸成につながる。 
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屋
久

島
町

条
例

」
）

に
基

づ
く

ガ
イ

ド
事

業
者

を
対

象
と

し
た

「
登

録
」

→
「

認
定

」
→

「
公

認
」

の
３

ス
テ

ッ
プ

制
の

認
証

制
度

。
登

録
・

認
定

ま
で

は
屋

久
島

エ
コ

ツ
ー

リ
ズ

ム
推

進
協

議
会

が
行

い
、

公
認

は
屋

久
島

町
が

行
っ

て
い

る
。

屋
久

島
町

で
は

、
島

の
人

々
の

生
活

の
原

則
と

し
て

「
屋

久
島

憲
章

」

全
と

地
域

振
興

の
両

立
を

は
か

る
た

め
の

大
き

な
指

標
と

な
っ

て
い

る
。

同
町

で
は

、
ガ

イ
ド

業
が

確
立

さ
れ

て
お

り
、

来
訪

者
と

の
接

点
と

な
る

業
種

の
一

つ
と

な
っ

て
い

る
が

、
そ

れ
ま

で
、

ガ
イ

ド
の

資
質

を
測

る
統

一
的

な
基

準
が

存
在

せ
ず

、
適

正
な

利
用

ル
ー

ル
の

設
定

、
そ

れ
を

啓
発

・
実

践
す

る
ガ

イ
ド

活
動

を
推

進
し

、
か

つ
来

訪
者

が
、

楽
し

く
安

心
安

全
な

ガ
イ

ド
を

選
択

で
き

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
制

度
が

開
始

さ
れ

た
。

「
北

海
道

ア
ウ

ト
ド

ア
活

動
振

興
条

例
（

以
下

「
北

海
道

条
例

」
）

」
に

基
づ

く
全

国
初

と
な

る
公

的
（

知
事

認
定

）
な

ア
ウ

ト
ド

ア
ガ

イ
ド

資
格

制
度

。
資

格
制

度
は

、
条

例
に

お
け

る
施

策
の

ひ
と

つ
と

し
て

定
義

さ
れ

、
主

に
、

ア
を

目
的

と
し

て
い

る
。

５
つ

の
ア

ウ
ト

ド
ア

分
野

を
設

定
し

、
「

ア
ウ

ト
ド

ア
活

動
の

基
礎

に
関

す
る

座
学

（
ア

ウ
ト

ド
ア

講
習

）
」

→
「

基
礎

知
識

の
筆

記
試

験
（

ア
ウ

ト
ド

ア
検

定
）

」
 →

「
専

門
分

野
の

筆
記

・
実

技
（

ア
ウ

ト
ド

ア
ガ

イ
ド

資
格

認
定

）
」

→
「

後
進

の
育

成
等

リ
ー

ダ
ー

と
し

て
活

動
す

る
ガ

イ
ド

を
認

定
（

北
海

道
マ

ス
タ

ー
ガ

イ
ド

）
」

の
４

ス
テ

ッ
プ

制
と

な
っ

て
い

る
。

加
え

て
、

優
良

事
業

者
認

定
制

度
が

存
在

す
る

。

目
的

都
道

府
県

制
度

名
称

「
お

ん
せ

ん
県

お
お

い
た

観
光

振
興

条
例

」
に

基
づ

く
観

光
振

興
基

本
計

画
と

し
て

定
め

た
「

日
本

一
の

お
ん

せ
ん

県
お

お
い

た
ツ

ー
リ

県
内

全
域

を
対

象
と

し
た

ア
ウ

ト
ド

ア
ガ

イ
ド

認
証

制
度

。
令

和
４

年
度

に
有

識
者

等
に

よ
る

検
討

委
員

会
で

制
度

の
あ

り
方

を
議

論
。

令
和

５
年

度
か

ら
の

運
用

に
あ

た
り

、
自

然
を

体
験

・
鑑

賞
す

る
こ

と
を

サ
ー

ビ
ス

の
主

体
と

す
る

ガ
イ

ド
や

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

タ
ー

等
で

、
登

録
要

件
を

満
た

し
、

認
証

制
度

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

の
申

請
を

受
け

付
け

て
「

大
分

県
自

然
体

験
ガ

イ
ド

」
と

し
て

「
登

録
」

す
る

。
専

門
資

格
の

取
得

等
を

要
件

と
し

た
「

登
録

」
の

上
位

に
位

置
づ

け
る

「
認

定
」

に
つ

い
て

は
今

後
の

検
討

と
す

る
。

制
度

の
背

景
沿

革
・

概
要

 等
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他
地

域
の

制
度

と
の

比
較

単
一

市
町

村

大
項

目
中

項
目

小
項

目
大

分
県

北
海

道
屋

久
島

町

都
道

府
県

制
度

の
枠

組
み

制
度

の
対

象
対

象
と

な
る

者
等

の
定

義

自
然

を
体

験
・

鑑
賞

す
る

こ
と

を
サ

ー
ビ

ス
の

主
体

と
す

る
ガ

イ
ド

や
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
等

で
、

対
価

を
得

て
引

率
や

技
術

指
導

、
解

説
等

を
行

う
者

。

反
復

的
又

は
継

続
的

に
、

ア
ウ

ト
ド

ア
活

動
を

行
お

う
と

す
る

者
を

案
内

し
、

解
説

、
技

術
指

導
等

を
行

う
者

（
北

海
道

条
例

第
２

条
第

２
号

）

屋
久

島
公

認
ガ

イ
ド

の
名

称
を

用
い

て
、

主
に

屋
久

島
及

び
口

永
良

部
島

に
お

い
て

利
用

者
に

付
き

添
っ

て
、

有
料

で
案

内
し

た
り

解
説

し
た

り
す

る
者

（
屋

久
島

町
条

例
第

２
条

）

資
格

制
度

の
対

象
と

な
る

フ
ィ

ー
ル

ド
・

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
等

自
然

を
体

験
・

鑑
賞

で
き

る
フ

ィ
ー

ル
ド

・
ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

１
．

山
岳

（
夏

山
・

冬
山

）
２

．
自

然
３

．
カ

ヌ
ー

４
．

ラ
フ

テ
ィ

ン
グ

５
．

ト
レ

イ
ル

ラ
イ

デ
ィ

ン
グ

（
ホ

ー
ス

ト
レ

ッ
キ

ン
グ

）
（

北
海

道
ア

ウ
ト

ド
ア

ガ
イ

ド
資

格
認

定
等

実
施

要
領

第
２

／
１

）

山
、

川
、

海
を

フ
ィ

ー
ル

ド
と

す
る

各
種

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ

１
．

ア
ウ

ト
ド

ア
講

習
北

海
道

の
自

然
や

自
然

の
中

に
潜

む
リ

ス
ク

な
ど

を
理

解
し

、
自

ら
が

安
全

に
配

慮
し

た
ア

ウ
ト

ド
ア

活
動

を
行

え
る

よ
う

、
必

要
な

最
低

限
の

知
識

に
関

す
る

講
習

を
修

了
す

る
。

２
．

ア
ウ

ト
ド

ア
検

定
（

筆
記

）
ア

ウ
ト

ド
ア

講
習

の
内

容
に

加
え

、
よ

り
幅

広
い

自
然

や
文

化
に

関
す

る
知

識
及

び
関

係
す

る
法

令
等

に
つ

い
て

出
題

さ
れ

る
筆

記
試

験
に

合
格

し
た

人
を

認
定

。
な

お
、

認
定

に
は

検
定

合
格

に
加

え
、

消
防

等
で

実
施

す
る

救
急

救
命

講
習

の
修

了
が

必
要

。
３

．
ア

ウ
ト

ド
ア

ガ
イ

ド
資

格
認

定
（

筆
記

→
実

技
）

５
つ

の
専

門
分

野
に

つ
い

て
、

必
要

な
知

識
と

技
術

を
判

定
す

る
。

※
カ

ヌ
ー

、
ラ

フ
テ

ィ
ン

グ
、

ト
レ

イ
ル

ラ
イ

デ
ィ

ン
グ

に
つ

い
て

は
ジ

ュ
ニ

ア
ガ

イ
ド

（
ア

シ
ス

タ
ン

ト
）

段
階

と
ガ

イ
ド

・
リ

ー
ダ

ー
段

階
の

２
レ

ベ
ル

が
設

定
さ

れ
て

い
る

。
※

救
命

・
救

急
法

の
実

技
に

つ
い

て
は

外
部

の
講

習
の

受
講

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
４

．
マ

ス
タ

ー
ガ

イ
ド

認
定

ガ
イ

ド
資

格
取

得
後

10
年

が
経

過
し

、
資

格
制

度
の

持
続

的
運

営
に

寄
与

す
る

た
め

、
技

能
、

経
験

及
び

知
識

に
優

れ
、

後
進

の
指

導
・

育
成

や
地

域
社

会
に

貢
献

し
て

い
る

者
で

、
か

つ
、

当
該

分
野

の
ガ

イ
ド

等
か

ら
高

い
信

頼
や

評
価

が
得

ら
れ

て
い

る
者

を
認

定
（

書
面

審
査

）
。

１
．

登
録

屋
久

島
町

エ
コ

ツ
ー

リ
ズ

ム
推

進
協

議
会

が
登

録
要

件
（

同
意

書
の

提
出

、
賠

償
責

任
保

険
契

約
書

類
へ

の
加

入
、

認
定

ガ
イ

ド
２

名
か

ら
の

推
薦

等
）

を
満

た
す

者
を

登
録

２
．

認
定

屋
久

島
町

エ
コ

ツ
ー

リ
ズ

ム
推

進
協

議
会

が
認

定
要

件
（

ガ
イ

ド
歴

、
屋

久
島

学
試

験
合

格
、

地
域

行
事

へ
の

参
加

履
歴

等
）

を
満

た
す

者
を

認
定

３
．

公
認

屋
久

島
町

が
要

件
（

広
報

用
情

報
の

提
出

、
町

税
の

完
納

等
）

を
満

た
す

者
を

公
認

認
証

等
の

プ
ロ

セ
ス

下
記

の
３

つ
の

要
件

を
満

た
す

者
を

「
登

録
」

①
共

通
理

念
へ

の
同

意
②

賠
償

責
任

保
険

へ
の

加
入

③
救

急
法

に
関

す
る

講
習

を
受

講
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他
地

域
の

制
度

と
の

比
較

単
一

市
町

村

大
項

目
中

項
目

小
項

目
大

分
県

北
海

道
屋

久
島

町

都
道

府
県

上
記

の
要

件
に

準
ず

る
１

．
ア

ウ
ト

ド
ア

講
習

満
16

歳
以

上
２

．
ア

ウ
ト

ド
ア

検
定

満
18

歳
以

上
３

．
ア

ウ
ト

ド
ア

ガ
イ

ド
資

格
認

定

上
の

山
中

宿
泊

等
経

験
、

ガ
イ

ド
歴

等
）

４
．

マ
ス

タ
ー

ガ
イ

ド
認

定
10

年
以

上
継

続
し

て
資

格
を

保
有

し
、

ガ
イ

ド
業

務
に

携
わ

り
、

後
進

の
育

成
な

ど
所

定
の

基
準

を
満

た
す

者
。

ー
３

年
更

新
時

は
有

効
な

救
急

法
修

了
証

の
写

し
等

の
提

出
が

必
要

３
年

以
内

（
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

起
算

し
て

２
年

を
経

過
し

た
年

度
の

３
月

31
日

ま
で

）

な
し

救
命

・
救

急
法

救
急

員
養

成
講

習
（

日
本

赤
十

字
社

）
、

上
級

救
命

講
習

・
上

級
応

急
手

当
講

習
（

消
防

）
、

M
FA

 ベ
ー

シ
ッ

ク
プ

ラ
ス

コ
ー

ス
、

こ
れ

ら
と

同
等

以
上

の
内

容
と

認
め

ら
れ

る
講

習
ま

た
は

指
導

者
資

格
を

活
用

専
門

分
野

実
技

相
当

す
る

外
部

団
体

資
格

の
保

持
者

へ
の

試
験

免
除

山
、

川
、

海
、

フ
ィ

ー
ル

ド
ご

と
の

専
門

資
格

（
日

本
山

岳
ガ

イ
ド

協
会

、
Ｊ

Ｓ
Ｃ

Ａ
、

Ｊ
Ｒ

Ｃ
Ａ

、
ス

ク
ー

バ
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
等

）
、

救
命

・
救

急
法

に
関

す
る

講
習

の
受

講
を

求
め

る
。

な
し

ア
ウ

ト
ド

ア
ガ

イ
ド

資
格

や
活

動
に

関
す

る
罰

則
や

制
限

等
は

な
い

。
（

但
し

、
資

格
保

持
者

に
対

す
る

資
格

取
の

規
定

は
存

在
）

「
公

認
ガ

イ
ド

」
名

称
の

使
用

制
限

は
あ

る
が

、
罰

則
規

定
は

な
し

。

初
年

度
の

み
無

料
※

２
年

目
以

降
は

、
登

録
ガ

イ
ド

の
意

見
等

を
踏

ま
え

て
金

額
を

決
定

１
．

ア
ウ

ト
ド

ア
検

定
受

験
手

数
料

 
3,

15
0円

２
．

ア
ウ

ト
ド

ア
ガ

イ
ド

資
格

認
定

受
験

手
数

料
（

筆
記

）
 

3,
15

0円
受

験
手

数
料

（
実

技
）

 
10

,5
00

円
事

前
講

習
受

講
料

 
10

,0
00

円
３

．
登

録
認

定
時

ガ
イ

ド
認

定
登

録
受

付
手

数
料

 
7,

35
0円

※
こ

の
ほ

か
、

道
の

認
定

手
数

料
や

テ
キ

ス
ト

の
購

入
費

等
が

必
要

と
な

る

登
録

手
数

料
 

7,
20

0円
認

定
手

数
料

 
7,

20
0円

受
験

等
の

資
格

・
要

件

連
携

資
格

制
度

等

制
度

の
枠

組
み

罰
則

・
制

限

費
用

有
効

期
間
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他
地

域
の

制
度

と
の

比
較

単
一

市
町

村

大
項

目
中

項
目

小
項

目
大

分
県

北
海

道
屋

久
島

町

都
道

府
県

運
営

主
体

公
募

に
よ

る
北

海
道

登
録

、
認

定
：

屋
久

島
町

エ
コ

ツ
ー

リ
ズ

ム
推

進
協

議
会

公
認

ガ
イ

ド
：

屋
久

島
町

管
轄

部
課

大
分

県
観

光
政

策
課

北
海

道
経

済
部

観
光

局
観

光
振

興
課

屋
久

島
町

観
光

ま
ち

づ
く

り
課

運
営

事
務

局
公

募
に

よ
る

北
海

道
ア

ウ
ト

ド
ア

資
格

制
度

業
務

セ
ン

タ
ー

（
（

一
社

）
北

海
道

体
験

観
光

推
進

協
議

会
）

屋
久

島
町

観
光

ま
ち

づ
く

り
課

／
屋

久
島

町
エ

コ
ツ

ー
リ

ズ
ム

推
進

協
議

会

支
部

組
織

ー

認
証

等
の

根
拠

名
称

ー
北

海
道

ア
ウ

ト
ド

ア
活

動
振

興
条

例
北

海
道

ア
ウ

ト
ド

ア
資

格
制

度
実

施
要

綱
北

海
道

マ
ス

タ
ー

ガ
イ

ド
認

定
要

領
北

海
道

ア
ウ

ト
ド

ア
ガ

イ
ド

資
格

認
定

等
実

施
要

領
北

海
道

ア
ウ

ト
ド

ア
講

習
実

施
要

領
 

等

屋
久

島
公

認
ガ

イ
ド

利
用

推
進

条
例

認
定

ガ
イ

ド
認

定
制

度
実

施
要

綱
認

定
ガ

イ
ド

に
伴

う
登

録
ガ

イ
ド

登
録

制
度

実
施

要
綱

施
行

ー
条

例
：

平
成

13
年

10
月

19
日

現
行

制
度

要
綱

：
平

成
23

年
7月

8日
平

成
28

年
4月

1日

ア
ウ

ト
ド

ア
活

動
を

行
う

者
が

安
心

安
全

に
こ

れ
を

楽
し

む
と

と
も

に
、

自
然

環
境

に
対

す
る

保
全

意
識

を
高

め
る

。
安

全
に

配
慮

し
た

質
の

高
い

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

、
自

然
環

境
を

保
全

す
る

と

ト
に

対
し

、
そ

の
安

全
の

確
保

、
自

然
環

境
の

保
全

等
の

た
め

に
必

要
な

指
導

を
行

う
よ

う
努

め
る

。

利
用

者
に

安
心

安
全

で
楽

し
い

自
然

体
験

を
提

供
し

、
自

然
環

境
保

全
の

必
要

性
を

伝
え

る
自

然
環

境
保

全
・

管
理

の
担

い
手

と
な

る
観

光
産

業
を

牽
引

す
る

町
内

の
一

次
産

業
の

活
性

化
に

結
び

つ
け

る
ー

資
格

取
得

者
総

数
 5

20
名

（
20

23
年

3月
15

日
時

点
）

59
名

 
※

公
認

の
み

公
表

（
20

22
年

12
月

現
在

）

保
険

加
入

賠
償

責
任

保
険

及
び

傷
害

保
険

へ
の

加
入

を
支

援
ー

ー

講
習

一
般

的
な

優
良

講
習

の
無

料
・

減
額

開
催

定
員

が
少

な
く

参
加

の
難

し
い

安
全

講
習

等
の

誘
致

ビ
ジ

ネ
ス

セ
ミ

ナ
ー

 
等

近
年

の
判

例
や

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

関
す

る
更

新
時

講
習

の
開

催
ガ

イ
ド

セ
ミ

ナ
ー

 
等

販
促

の
取

組
み

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
の

一
覧

、
プ

ロ
フ

ィ
ー

ル
等

の
公

開
各

種
商

談
会

で
の

周
知

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
の

た
め

の
Ｈ

Ｐ
で

の
紹

介
コ

ロ
ナ

禍
に

お
け

る
観

光
振

興
補

助
事

業
「

ど
う

み
ん

割
」

の
適

用
対

象
H

Pで
の

一
覧

・
プ

ロ
フ

ィ
ー

ル
等

の
公

開

そ
の

他
ア

ウ
ト

ド
ア

事
業

の
振

興
の

た
め

の
ル

ー
ル

検
討

事
業

者
の

連
携

創
出

に
よ

る
新

た
な

ア
イ

デ
ア

の
可

能
性

や
、

事
業

上
の

不
安

の
緩

和

ー
公

認
事

業
者

へ
の

支
援

（
コ

ロ
ナ

時
）

県
は

、
ガ

イ
ド

に
よ

る
情

報
交

換
や

議
論

を
行

う
た

め
の

体
制

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

安
全

講
習

の
受

講
、

県
内

の
自

然
環

境
等

に
関

す
る

知
識

や
「

お
も

て
な

し
」

技
能

の
習

得
、

経
営

力
の

強
化

、
賠

償
責

任
保

険
へ

の
加

入
等

を
支

援
す

る
。

直
近

の
動

き
と

し
て

、
ア

ド
ベ

ン
チ

ャ
ー

ト
ラ

ベ
ル

・
ト

レ
ー

ド
・

ア
ソ

シ
エ

ー
シ

ョ
ン

（
AT

TA
／

米
国

）
が

提
唱

す
る

ガ
イ

ド
基

準
（

AT
G

S）
を

参
考

と
し

た
北

海
道

独
自

の
AT

ガ
イ

ド
制

度
の

創
設

を
検

討
す

る
な

ど
、

本
資

格
制

度
を

土
台

と
し

て
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
客

の
受

入
体

制
整

備
を

進
め

て
い

る
。

エ
コ

ツ
ー

リ
ズ

ム
推

進
全

体
構

想
申

請
中

メ
リ

ッ
ト

等
取

得
者

数

制
度

に
お

い
て

ガ
イ

ド
に

求
め

ら
れ

る
役

割
（

要
旨

）

制
度

の
枠

組
み

そ
の

他
特

記
事

項

組
織

構
成
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